
第7号様式記載の手引

1 こ の申告書の用途等

(1)こ の申告書は、前事業年度又は前連絡事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び地方法人特別税額を基礎に

して中間申告をする場合に使用します。

12j この申告書は、事務所又は事業所 (以下 「事務所等」といいます。)所 在地の都道府県知事に1通 を提出してください。ただ

し、2以 上の都道府県に事務所等を有する法人は、主たる事務所等 (外国法人にあつては、この法律の施行地において行う事業
の経営の責任者が主として執務する事務所等)所 在地の都道府県知事に対しては、写し (提出用の写し)1通 を添付してくださ
い 。

欄 記 載 の し か た 留 意 事 項
1「 ※処理事項」 記載する必要はありませ

2 金 額の単位区分 (けた)の あ

る欄

単位区分に従って正確に記載 してください。また記栽すべき

金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位 (けた)に

△印を付してください。

3「 法人名」 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申

告書を提出する場合にあつては、当該法人課税信託の名称を併

記 してください^

4「 所在地」 本店の所在地を記載 してください。なお、2以上の都道府県

に事務所等を有する法人が、当該都道府県内に支店等のみを有

する場合にあつては、主たる支店等の所在地も併記してくださ

い。

5「代表者自署押印」及び 「経理

責任者自署押印」

この申告書の作成時における法人の業務を主宰している者及

び経理の責任者 (外国法人にあっては、この法律の施行地にあ

る資産若しくは事業の管理又は経営の責任者及び経理の責任者)

が自署し、押印してください。

2以 上の都道府県に事務

所等を有する法人がまたる

事務所等以外の事務所等所

在地の都道府県知事に提出

する申告書については、記

名押印で差 し支えありませ

ムム

6「 事業種 目」 事業の種類を具体的に、例えば 「電気器具製造業」と記載 し

ます。なお、 2以 上の事業を行 う場合にはそれぞれの事業を記

載し、主たる事業にO印 を付してくださいn

「前期末現在の資本金の額又は

出資金の額」及び 「前期末現

在の資本金等の額又は連結個

別資本金等の額」

前事業年度又は前連結事業年度の末日現在の資本金の額又は

出資金の額、法人税法第 2条第16号に規定する資本金等の額又

は同条第17号の2に 規定する連結個別資本金等の額 (保険業法

に規定する相互会社にあっては純資産額)を それぞれの欄に記

載します。なお、「資本金の額又は出資金の額」の ( )内 には、

当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6月 を経過 し

た日の前日現在の資本金の額又は出資金の額を記載しますハ

8「 予定申告税額②」及び 「この

申告により納付すべき法人税割

箱の 1

この金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円

未満であるときは、その端教金額又はその全額を切 り捨ててく

ださい^

9「算定期間中において事務所等

を有していた月数⑤」

この月数は、暦に従つて計算し、 1月 に満たないときは 1月

とし、1月 に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

算定期間中に事務所等又

は寮等の新設又は廃上があ

つた場合は、その月数には

新設又は廃上の日を含みま

す^

lo十  円 ×⑤/12 ③ 」 (1)こ の金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は

切り捨ててください。

② 東 京都に申告する場合は、次に掲げる法人の区分ごとに、

それぞれに定める金額を記載します。

④ 東 京都の特別区のみに事務所等又は寮等を有する法人

主たる事務所等又は寮等所在の特別区の均等割額 (道府県

分と市町村分)に 従たる事務所等又は寮等所在の特別区の

数に応じた特別区の均等割額 (市町村分)を カロ算した金額

0 東 京都の特別区と東京都の市町村のいずれにも事務所等

又は寮等を有する法人 道 府県分の均等害1額に事務所等又

は寮等所在の特別区の数に応じた特別区の均等害1額 (市町

村介)ケ 加算【ンた谷箱

特別区に事務所等又は寮

等を有する法人が東京都に

申告する場合にあつては、

第 6号様式別表4の 3の 「均

等割額の計算」の③の欄の

金額を記載します。



欄 記 載 の し か た 留 意 事 項

9, 東 京都の市町村のみに事務所等スは寮等を有する法人

事務所等又は寮等の所在する市町村の数にかかわりなく一

の道府県の均等割額

11「前事業年度又は前連結事業年

度の法人税割額の明細」

(③から①までの欄)

これらの欄は、それぞれの欄に対応する前事業年度又は前

連絡事業年度の確定申告書に記載した金額を記載します。

①の欄は、③の欄のかっこ内の金額に前事業年度又は前連

結事業年度の法人税割の税率を乗じて得た金額を記載します。

(D 2以 上の都道府県に事務

所等を有する法人の①の欄

は、③の欄の金額に③の欄

のかっこ外の金額に対する

同欄のかっこ内の金額の割

合を乗じて得た金額を記載

しますn

12「所得割額①」、「付カロ価値割額

⑪」、「資本割額②」、「収入害1

額①」

(1)前 事業年度終了の日において法第72条の 2第 1項 第 1号イ

に掲げる法人 (外形対象法人)で あつた法人が、この申告の

期間の未日において該当しなくなった場合には、⑬又は①の

各欄には金額を記載せず、①の欄の金額を前事業年度の月数

で除して得た額の6倍 に相当する額を①の欄に記載します。

※ 地 方法人特別税の施行日以後に開始する最初の事業年度

に係る 「所得割額①」、「付カロ価値割額①」、「資本割額①」、
「収入割額①lに ついては、以下のとおり計算します。

所得割額   (① X33/前 事業年度の月数)

付加価値割額  (④ ×3.3/前 事業年度の月数)

資本割額   (③ ×3.3/前 事業年度の月数)

収入割額   (② ×33/前 事業年度の月数)

の こ の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨て

てくださいハ

13「前事業年度の地方法人特別税

額 (③)② 」

0 前 事業年度の事業税額 口地方法人特別税額の明細において

算出された 「納付すべき地方法人特別税額③―①一〇 ① 」

の欄の金額を記載します。

② こ の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨て

てください^

14「地方法人特別税額②」 (1)「前事業年度の地方法人特別税額②」の欄の金額を、前事業

年度の月数で除して得た額に6を乗じて算定します。

※ 地 方法人特別税の施行日以後に開始する最初の事業年度

については、以下のとおり計算します。

地方法人特別税額  (⑫ ×2.7/前 事業年度の月数)

の こ の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨て

てください^

15「この申告により納付すべき事

業税額及び地方法人特別税額

②一〇 ④ J

この金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円

未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨ててく

ださい。

16「前事業年度の事業税額の明細」

(②から④までの欄)

(1)こ れらの欄は、それぞれの欄に対応する前事業年度の確定

申告書に記載した金額を記載します。「所得金額 ④ 」の欄に

ついて、軽減税率適用法人は、前事業年度の確定申告書に記

載した 「所得割 計  ① 十①+①  ⑦ 」の金額を、軽減税率

不適用法人は、「軽減税率不適用法人 ① 」の金額を記載しま

す。

の  2以 上の都道府県に事務所等を有する法人が法第72条の48

第2項ただし書の規定による申告をする場合には、前事業年度

の所得、付加価値額、資本金等の額又は収入金額の総額の月

数換算額を、当該期間の分割基準によって算出した第10号様

式の当該都道府県分を記載しますバ

(2)の 場合においては、

第10号様式を添付してくだ

さい。

17「法第15条の4の徴収猶予を受

けようとする税額①」

2以 上の都道府県に事務所等を有する法人が修正申告に係る

税額につき徴収猶予を受けようとする場合において第 1号様式

による届出書に代えようとするものが記載 してください。この

場合において記載する金額は、④の欄に記載した金額と②の欄

に記裁した金額の合計額と同額になります、

2


